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○一宮町ねたきり身体障害者等福祉手当支給事業実施要綱 

平成13年４月１日 

要綱第６号 

改正 平成16年８月24日要綱第３号 

平成27年12月28日告示第62号 

（目的） 

第１条 この要綱は、ねたきり身体障害者及び在宅重度知的障害者又はその家族が障害ゆ

えに生ずる負担を軽減するため、手当を支給し、社会福祉の増進を図ることを目的とす

る。 

（受給資格） 

第２条 この要綱の受給資格を有する者は、本町の住民基本台帳に記載されている者で、

次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 満20歳以上の在宅者で知事が交付する療育手帳の程度が（(A)）の１、（(A)）の２、

（(A)）、Aの１、Aの２と判定された知的障害者又はその者と同居し、かつ介護して

いる家族の１人とする。 

(2) 満20歳以上の在宅者で障害者相談センター所長の発行する判定書において重度と

判定された知的障害者又はその者と同居し、かつ介護している家族の１人とする。 

(3) 居宅において、おおむね６ケ月以上常に臥床し、入浴、食事、排便等日常生活のほ

とんどに人手を要する満20歳以上65歳未満の身体障害者又はその者と同居し、かつ介

護している家族の１人とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第

134号）に基づく障害児福祉手当若しくは特別障害者手当若しくは国民年金法等の一部

を改正する法律（昭和60年法律第34号）附則97条に規定する福祉手当の受給者若しくは

介護保険法（平成９年法律第123号）第18条に規定する保険給付（当該年度通算して７

日以内の短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用を除く。）を受けた者又はその

者と同居し、かつ、介護している者には支給しないものとする。 

３ 第１項の規定にかかわらず、第１項各号に掲げる者又はその配偶者若しくはその生計

を維持する民法上の扶養義務者の前年の所得税課税所得金額（各種所得控除後の額）が、

当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超える者には支給しないものとする。 
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（手当の額） 

第３条 手当の額は、予算の範囲内において町長の定める額とする。 

（申請） 

第４条 支給を受けようとする者は、ねたきり身体障害者等福祉手当支給申請書（別記第

１号様式）及びねたきり身体障害者等現況届（別記第２号様式）により町長に申請する

ものとする。 

２ ひきつづき福祉手当の支給を受ける場合は、ねたきり身体障害者等現況届（別記第２

号様式）を町長に提出しなければならない。 

（認定） 

第５条 手当の支給を受けようとする者は、町長の認定を受けなければならない。 

２ 町長は、前条の申請に基づき手当の支給について認定したときは、ねたきり身体障害

者福祉手当、在宅重度知的障害者福祉手当認定通知書（別記第３号様式）により通知す

るものとし、資格がないと認めたときは、ねたきり身体障害者等福祉手当支給申請却下

通知書（別記第４号様式）により通知するものとする。 

（支給方法） 

第６条 手当の支給は、前条の規定による認定を受けた日の属する月の翌月から受給権を

失った日の属する月まで支給する。 

２ 手当は、介護保険法第18条に規定する保険給付を受けた日（短期入所生活介護及び短

期入所療養介護は、当該年度通算して８日目の利用日）の前日の属する月まで支給する

ものとし、原則として翌月以降は年度が替わっても支給対象としないものとする。 

３ 手当は、毎年９月、３月の２期にそれぞれの月までの分を支給するものとする。 

（届出等） 

第７条 手当の支給を受けている者が、次の各号の一に該当する場合は、すみやかに町長

に届出なければならない。 

(1) ねたきり身体障害者等及び介護者が死亡したとき。 

(2) ねたきり身体障害者等及び介護者が町内に住所を有しなくなったとき。 

２ ねたきり身体障害者等が前項の各号の一に該当するときは、支給要件を失う。 

（未支払手当） 

第８条 手当の支給を受けている者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべ
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き手当で、その者に支払っていなかった手当があるときの支給方法については、次によ

るものとする。 

(1) 未支払の手当は、死亡した者の配偶者、相続人及び後見人又は町長が特に認めた者

に支給する。 

(2) 未支払の手当の支給を受けようとする者は、ねたきり身体障害者等福祉手当未支払

請求書（別記第５号様式）により町長に請求するものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成13年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 一宮町ねたきり老人等福祉手当支給要綱（昭和51年要綱第１号）は廃止する。 

３ この要綱の施行に際し、現に一宮町ねたきり老人等福祉手当支給要綱により認定され

ている者にかかる手当の支給申請、決定その他の手続きは、この要綱の規定に基づいて

なされたものとみなす。 

附 則（平成16年８月24日要綱第３号） 

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年８月１日から適用する。 

附 則（平成27年12月28日告示第62号）抄 

（施行期日） 

１ この告示は、平成28年１月１日から施行する。 



4/10 

 



5/10 

 



6/10 

 



7/10 

 



8/10 

 



9/10 

 



10/10 

別記第１号様式（第４条） 

第２号様式（第４条） 

第３号様式(1)（第５条） 

第３号様式(2)（第５条） 

第４号様式（第５条） 

第５号様式（第８条） 

 


